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確定申告・住民税（市・都民税）の申告はお早めに！

高
齢
者
向
け
交
通
安
全
講
習
会

　

高
齢
者
が
関
与
す
る
交
通
事

故
は
依
然
と
し
て
多
く
発
生
し

て
お
り
、
高
齢
者
は
死
亡
や
重

傷
な
ど
重
大
な
結
果
に
な
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
交
通
安
全
意

識
の
向
上
、
交
通
ル
ー
ル
の
再

確
認
の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
内
容
は
高
齢
者

向
け
で
す
が
、
ど
な
た
で
も
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
日
時
】
１
月
20
日
㈪
午
後
2

時
～
（
１
時
間
程
度
）

【
場
所
】
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

学
習
集
会
室
※
事
前
申
込
み
不

要
【
内
容
】
①
福
生
警
察
署
現
役

署
員
に
よ
る
交
通
安
全
講
話

※
手
話
通
訳
者
が
つ
き
ま
す
。

②「
歩
行
者
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
」

を
用
い
た
体
験
型
講
習

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

拡
大
実
施
！　

福
祉
セ
ン
タ
ー

で
日
曜
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
行
い

ま
す

　

「
日
曜
日
し
か
予

定
が
空
い
て
い
な

い
」
そ
ん
な
方
の
た
め
に
福
祉

セ
ン
タ
ー
で
申
請
用
写
真
撮
影

と
申
請
書
書
き
方
サ
ポ
ー
ト
を

行
い
ま
す
（
要
予
約
）。

　

今
年
度
最
後
の
申
請
サ
ポ
ー

ト
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
申
請
く

だ
さ
い
！

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
メ

リ
ッ
ト
は
?

・

公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て

使
用
可
能
！

・

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
で
住
民
票
等
の
証
明
書

が
取
得
可
能
！

・

確
定
申
告
の
電
子
申
告
が
可

能
！

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
へ
の

電
子
証
明
書
の
発
行
（
更
新
）

は
終
了
し
て
い
ま
す
の
で
、
電

子
申
告
す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

【
日
時
】
1
月
26
日
㈰
午
前
10

時
～
午
後
0
時
15
分
、
午
後
1

時
15
分
～
2
時
15
分
（
最
終
入

場
午
後
2
時
）

【
場
所
】
福
祉
セ
ン
タ
ー
ロ
ビ
ー

【
対
象
】
市
に
住
民
登
録
の
あ

る
方

【
定
員
】
先
着
30
人

【
必
要
な
も
の
】
①
通
知
カ
ー

ド
の
下
部
分
に
付
い
て
い
る
申

請
書
※
お
持
ち
で
な
い
方
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
印
鑑

③
本
人
確
認
書
類
（
下
記
参
照
）

■
次
の
場
合
は
い
ず
れ
か
1
点

・

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
顔

写
真
付
き
の
も
の
）、
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
在
留
カ
ー

ド
、
特
別
永
住
者
証
明
書
等
、

官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付

き
身
分
証
明
書

■
次
の
場
合
は
い
ず
れ
か
2
点

・

健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
等
顔
写
真

の
な
い
も
の

【
申
込
方
法
】〈
電
子
申
請
で
の

予
約
〉
1
月
6
日
㈪
～
23
日
㈭

の
間
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

予
約
（
先
着
14
人
）。

〈
電
話
で
の
予
約
〉
1
月
6
日

㈪
～
24
日
㈮
の
午
前
9
時
～
午

後
4
時
（
正
午
～
午
後
1
時

お
よ
び
土
・

日
・

祝
日
を
除
く
）

の
間
に
総
合
窓
口
課
☎
551
・

１
５
１
１
（
内
線
２
４
１
９
）

へ
（
先
着
16
人
）。

※
申
請
か
ら
１
か
月
半
程
度
で

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

通
知
書
を
お
送
り
し
て
い
ま

す
。
申
請
後
ま
だ
受
け
取
っ
て

い
な
い
方
は
、
お
早
め
に
ご
来

庁
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
総
合
窓
口
課
☎
551
・

１
５
９
５

1
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

１
月
は
、
市
・

都
民
税
（
第

４
期
）、
国
民
健
康
保
険
税
（
第

７
期
）、
介
護
保
険
料
（
第
７

期
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
（
第
７
期
）
の
納
期
で
す
。

納
期
限
は
１
月
31
日
㈮
で
す
の

で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
ご
納

付
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
１
月
31
日
㈮
の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
※
納
期
を
過
ぎ

る
と
延
滞
金
が
課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

【交通安全新年街頭指導】新年を迎え、交通安全に対する意識をさらに高めるため、福生市交通安全推進委員会による交通安全新年街頭指導および啓発活動を行います。

【日時】１月 19 日㈰午前 11 時ごろ【場所】〈街頭指導〉市内主要交差点〈啓発活動〉福生駅、牛浜駅【問合せ】安全安心まちづくり課地域安全係☎ 551・1691

令和 2年度住民税（市民税・都民税）の申告について

【日時】2月3日㈪～3月16日㈪午前 8時 30分～午後 5時 15分（水曜日

は午後8時まで）※土曜日の正午～午後1時および日・祝日を除く

【場所】市役所 1階 4番課税課

【問合せ】課税課市民税係☎ 551・1610

申告の内容
税理士会

無料申告相談
市職員

申告相談
場所

年金・給与所得の申告 ○ ○

市役所
第一棟２階

営業・農業などの事業所得の申告 ○ ×

不動産所得の申告 ○ ×

住宅借入金特別控除の申告 ○ ×

〈以下の内容は市役所では受け付けしていません〉
「損失申告」「土地・家屋・株式など譲渡所得の申告」「過年
分（平成 30年以前分）の申告」「相談内容が複雑な方」
※上記のような内容の方は青梅税務署へご相談ください。

▼税理士会による無料申告相談
【期間】２月10日㈪～19日㈬午前 9時～10時 30分、午後 1時～ 3時

▼市職員による申告相談・受付
【期間】２月 20 日㈭～ 3月 16 日㈪午前 9時～ 11 時、午後 1時～ 4時

※いずれも土・日・祝日を除く。また各申告相談は混雑状況により、

午前・午後とも早めに受付を終了することがあります。

▼確定申告・相談は税務署へ
【期間】2 月 17 日㈪～ 3月 16 日㈪午前 9時～午後 5時（受付は午前

8時 30 分～午後 4時まで。土・日曜日および 2月 24 日㈪を除く）

※還付申告は 2月 14 日㈮以前でも行えます。

【場所】青梅税務署※2・3月は青梅税務署の駐車場は利用できません（身

体障害者用車両は除く）。青梅税務署へお越しの際は公共交通機関また

は、河辺駅北口の「イオンスタイル河辺」の駐車場をご利用ください。

▼日曜日および祝日の受付・相談
【日時】2 月 24 日㈪、3 月 1 日㈰午前 9 時～午後 5 時（受付は午前

8時 30 分～午後 4時まで）

【場所】立川税務署（立川市緑町 4-2 立川地方合同庁舎）

【問合せ】青梅税務署☎ 0428・22・3185

青梅税務署からのお知らせ

令和元年分所得税の市役所での確定申告について

　市では、公正で開かれた市政の推進

や市民参加によるまちづくりを目的と

して、市の基本的な政策等を策定する

際に、その内容を公表し、市民の皆さ

んからのご意見を募集します。

　ご意見は、計画等の策定にあたり参

考とさせていただくとともに、意見の

概要とそれに対する市の考え方を、市

ホームページ等で公表します（いただ

いたご意見への個別の回答は行いませ

ん）。

〈ご意見を募集する案件〉
①福生市基本計画（第 5期）（案）
　基本構想（第５期）の目指すまちの

姿「人を育み　夢を育む　未来につな

がるまち　ふっさ」を推進するための

新たな基本計画（案）を作成しました。

②福生市行政改革大綱（第 7次）（案）
　「次世代につながる行政改革」を基本

理念として、福生市行政改革大綱（第

７次）（案）を作成しました。

③福生市自殺総合対策計画（案）
　一人ひとりのかけがえのないいのち

を大切にし、生きやすい社会をつくる

ことを目的とする自殺総合対策計画

（案）を作成しました。

④福生市子ども・子育て支援事業計画
（第 2期）（案）
　生まれる前からおおむね 18 歳までを

対象とした切れ目のない支援による子

育て環境の充実を図ることを目的とす

る福生市子ども・子育て支援事業計画

（第２期）（案）を作成しました。

⑤福生市教育振興基本計画（第2次）（案）
　教育の振興のための施策に関する基

本計画（案）を作成しました。

〈意見の募集について〉
【閲覧および意見募集期間】1月 7日㈫～ 

21日㈫（郵送は当日消印有効）

【閲覧場所】市役所、福祉センター、保

健センター、子ども家庭支援センター、

各児童館、各図書館、各公民館、市民

会館、各体育館、輝き市民サポートセ

ンター、福東会館※市役所の閉庁時間、

各施設の休館日は閲覧できません。ま

た、市ホームページにも掲載していま

す。

【意見の提出方法】題名 ･ 住所 ･ 氏名を

明記のうえ、直接持参 ･ 郵送 ･ ファク

スいずれかの方法で次の提出先へ提出

するか、市ホームページ内の「パブリッ

クコメント」のページから送信してく

ださい。※直接持参・郵送・ファクス

で提出の場合、書式は自由ですが、題名・

住所・氏名を必ず記入してください。

【意見の提出先】
〈直接持参〉①市役所第一棟５階企画調

整課企画調整担当②市役所第一棟５階

行政管理課行政管理係③保健センター

健康課保健指導係④市役所 1 階 8 番子

ども育成課子ども育成係⑤市役所第二

棟２階教育総務課教育総務係

〈郵送〉①・②・④・⑤は、〒197-8501 

福生市本町 5福生市役所（①は企画調

整課企画調整担当②は行政管理課行政

管理係④は子ども育成課子ども育成係 

⑤は教育総務課教育総務係）へ。

③は〒197-0011 福生市福生 2125-3 福生

市保健センター健康課保健指導係へ。

〈 フ ァ ク ス 〉 ①・ ②  553・4451 

③530・5324④551・2133⑤552・

2622

【問合せ】①企画調整課企画調整担当

☎ 551・1528 ②行政管理課行政管理

係☎ 551・1580 ③健康課保健指導係 

☎ 552・0061 ④子ども育成課子ども育

成係☎ 551・1733 ⑤教育総務課教育総

務係☎ 551・1930

市民の皆さんからのご意見（パブリックコメント）を募集します


